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和水町空き家に付属した農地の別段面積取扱基準 

 

和水町農業委員会 

 

（趣旨） 

第 1条 この基準は、人口減少、農家の高齢化、後継者不足等により遊休農地が増加する

中で、他市町村等からの定住促進に伴う新規就農及び遊休農地発生の未然防止を促し、

農地の保全及び有効利用を図るため、和水町空き家バンク制度に登録された空き家に付

属した農地について、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 3 条の規定に基づく農地の

権利取得の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（1） 農地 農地法第 2条第 1項に規定する農地をいう。 

（2） 別段面積 農地法第 3 条第 2 項第 5 号の規定により、和水町農業委員会（以下

「農業委員会」という。）が定めた面積をいう。 

（3） 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない（近く居住しな

くなる予定のものを含む。）町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは

造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。 

（4） 空き家バンク 和水町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有

者等から申込みを受けた情報を公開し、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を

希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。 

（5） 空き家に付属した農地 和水町空き家バンク制度において登録された空き家の

所有者、又はその法定相続人が権利を有する町内にある農地のうち、1 筆ごとに農業

委員会が指定したものをいう。 

（6） 総会 農業委員会が開催する定例、又は臨時の総会をいう。 

（7） 遊休農地 農地法第 32条第 1項各号に掲げる農地をいう。 

（別段面積） 

第 3条 別段面積は、次に掲げる表のとおりとする。 

（1） 空き家に付属した農地に限定して設定する別段面積は、次の掲げるとおりとす

る。 

設定農地 設定面積 

空き家に付属した農地（農業委員会が

指定した農地に限る。） 

1アール（空き家に付属した農地の面積が、

1アール未満の場合はその面積） 

（2） 前号の設定面積は、農地法第 3条第 2項第 5 号の規定による別段面積 30aに優

先して適用するものとする。 

（適用農地の指定） 

第 4条 前条第 1項第 1号に掲げる別段面積を適用するときは、あらかじめ対象となる農

地を 1筆ごとに農業委員会が指定しなければならない。 

2 前項の指定をするときは総会の決定を経て、速やかに告示するものとする。 

（指定の条件） 

第 5条 前条第 1項の指定を行う農地は、次の各号に掲げる条件を全て満たしていなけれ

ばならない。 

（1） 適用する時点で、全て又は一部が遊休農地であること及び所有者又は法定相続

人による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがなく、かつ次のいずれにも該

当しない農地であること。 

ア 賃借権、地上権等が設定された農地 

イ 農地中間管理権が設定された農地 
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ウ 利用権が設定された農地 

エ 作業受委託契約がされた農地 

オ 多面的機能支払交付金事業や中山間地域直接支払交付金事業の対象となっており、

所有権移転することでその事業に支障が生じる恐れがある農地 

カ 地域等が取り組む集団的営農活動に参加している農地 

キ 非農地判断が可能な農地 

（2） 空き家及び空き家に付属した農地の所有者は同一であること。ただし、所有者

が死亡し、その相続人が明らかである場合、又は農業委員会が認めた場合はこの限り

ではない。 

（3） 第 3条第 1項第 1号に掲げる別段面積の適用を受ける農地が付属する空き家は、 

あらかじめ空き家バンクに登録されていること。 

（指定の解除） 

第 6条 農業委員会は、次の各号に該当するときは、その指定を解除するものとする。 

 （1） 空き家を取得した者が指定農地に係る農地法第 3条第 1項の許可を受けたとき 

 （2） 前条の指定の条件を満たさなくなったとき 

 （3） 所有者等から指定の取り消し申出があったとき 

 （4） 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当でないと認めるとき 

（許可の条件） 

第 7条 空き家に付属した農地の権利を取得しようとするものは、当該空き家と供に取得

しなければならない。 

2 農地の権利を取得しようとする者は、投機目的の農地取得を防ぐため、売買契約によ

り権利を取得する場合は、権利の取得の日から起算して 5年以上、又、賃貸借等契約に

より権利を取得する場合は、その契約の期間、継続して空き家に居住し、その農地を耕

作しなければならない。 

（提出書類） 

第 8条 空き家に付属した農地として指定を受けようとする者は、次の書類を農業委員会

に提出しなければならない。 

（1） 空き家に付属した農地指定申請書（様式第 1号） 

2 空き家に付属した農地の権利を取得しようとする者は、農地法第 3 条第 1 項の規定に

より農業委員会の許可を受けるための書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 

（1） 空き家に居住するための売買契約書の写し、又は賃貸借等契約書の写し 

（2） 取得農地を継続して耕作する旨の誓約書（様式第 2号） 

（3） 農地利用計画書（様式第 3号） 

（4） 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めるもの 

3 指定の取り消しを申出ようとする者は、次の書類を農業委員会に提出しなければなら

ない。 

（1） 指定取り消しの申出書（様式第 4号） 

（許可後の調査及び指導） 

第 9条 農業委員会は、第 7条第 2項の条件により許可した農地の利用状況について、適

宜調査を行うものとする。 

2 農業委員会は、前項の調査した結果、農地を適正に耕作していないと認めた場合、又

は今後見込まれる場合は、当該権利を有する者に指導を行うものとする。 

（その他） 

第 10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 

 この基準は、平成 30年 8月 1日から施行する。 

 


